
上下水道事業経営協議会の臨時部会の設置について 
 

１ 部会名 

静岡市清水地区水源検討部会 

 

２ 根拠条例 

静岡市附属機関設置条例 第８条第２項 

附属機関（経営協議会）は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議するため必要が

あると認めるときは、附属機関に臨時に部会を置くことができる。 

 

３ 設置の目的 

台風第 15 号により発生した承元寺取水口の取水不良を起因とした大規模断水を教訓とし、

今後の気象災害等による大規模断水のリスクを軽減するため、代替施設・水源の在り方を検討す

る。 

 

４ 所掌事務 

清水地区の新たな水源に係る実現性等を踏まえた対策の立案に関すること。 

※対策案については、経営協議会において経営や財政の視点からさらに審議し、その結果を踏まえ

最適案を決定。 

 

５ 部会員について 

学識及び水道事業に精通している団体関係者から５名程度で調整中。 

 

６ 今後のスケジュール 
 

資料６ 



（仮）静岡市清水地区水源検討部会について

【比較検討内容（例）】
コスト（イニシャル、ランニング）、水量、工期、関係法令、
対外調整、環境への影響

【基礎情報】
１．静岡・清水地区の施設配置、主な水道管、工業用水配

管など水の流れがわかるもの
２．台風15号による承元寺取水口の被災状況
３．市内水道施設の現状のバックアップ状況
４．過去の水源調査結果
５．静岡の地質等に関する文献調査結果
６．承元寺被災のメカニズム検証結果（水道施設課発注）

（仮）静岡市清水地区水源検討部会
（経営協議会の部会） 承元寺取水口の機能停止に伴う水源検討業務

提示 意見

第2回会議

提示 意見

第3回会議

第4回会議

提示

令和４年度～
５年度

令和6年度

静岡市上下水道事業経営協議会

2月に協議会に報告

改定後の経営戦略では、当該経費は見込んでいないため、直前の
決算状況等を踏まえた収支見通しのもとで最適案の議論を行う。

１回目（令和５年３月下旬）
・キックオフミーティング
・会議の方向性の確認、災害報告、現場見学
委嘱状の交付

２回目（令和５年７月）
・水源案、基礎情報の初回提示（右記）
・実効性、有効性、持続性の観点から議論。

３回目（令和５年９月）
・本市修正案提示

４回目（令和５年11月）
・最終報告（実効性、有効性、持続性の観点
から複数案とりまとめ）

11月に
協議会に報告

継続協議


